
悪 臭 防 止 法 の 体 系

(法2.1)(令1)
都道府県の公示 (法6)(規則7)

特定悪臭物質
の指定

悪臭防止法 工場・事業場 規制地 規制基 特定悪臭物質規制 報告徴収 改 改 罰
から排出され 臭気指数 域の指 準の設 ｏｒ 善 善

による規制 る悪臭の防止 定 定 臭気指数規制 立入検査 勧 命
(法2.2) 告 令 則

(法3) (法4) (法20)
規制基準の (法8-1) (法8-2) (法25)
範囲の設定 市町村長（特別区の区

長を含む）の意見聴取
(法4)(規則2～4,6)

(法5) 悪臭の測定 測定の委託
※臭気測定業務従事者

(法11) に委託できる

（法12）

事故時の措置 (法10) 臭気測定業務従事者に
係る試験等

（法14） 応急措置命令
国民の責務 【日常生活に伴う悪臭発生の防止】 （法13）

悪臭が生じる物 (法15)
の焼却の禁止 【野外での多量焼却の禁止】

悪臭防止
水路等における (法16)

対策の推進 悪臭の防止 【水路等管理者の悪臭防止の適切管理】

国及び地方公共 (法17)
団体の責務 【住民への支援等の地方公共団体の責務】

【啓発普及その他の総合施策実施等の国の責務】

：国が行う事務

：都道府県、指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が行う事務

：市町村長（特別区の区長を含む）が行う事務

(注) １．図にあげた項目以外に、規制基準の遵守義務（7）、国の援助（18）、研究の推進等（19）、条例との関係（24）等について定めてある。
２．図中の（）内は条文である。例えば（2.1）は法第二条第一項を示す。


